
所有者などに、改善する
よう助言・指導します。

措置命令に従わず、また
著しく公益に反すると認
められる場合、市が代わ
りに必要な措置を取るこ
とができます。
＊費用は、所有者に請求
することができます。

それでも改善されない場
合、期限を定めて措置命
令を出すことができます｡

改善されない場合、勧告
します。

適切に管理されておらず、良好な
生活環境を確保するために、放置
することが著しく不適切な状態の
空き家などをいいます。
例えば…
●そのままだと倒壊する恐れがあ
り、著しく危険
●衛生上、有害となる恐れがある
●著しく景観を損なうなど

所有者などに、改善
するよう助言・指導
します。

特定空家等には該当しないもの
でも、適切に管理されておらず、
放置することが不適切な状態の
空き家などをいいます。

問合せ　市民課（☎372-3311・内線700）

市民課空家対策担当主査　村上清志

　空き家などの管理は所有者の責任です｡
万が一、他人に損害や危害を与えてしまっ
た場合、所有者が賠償責任を問われること
もあるので、定期的に状況を確認するよう
にしましょう。もしも危険な状態のときは、
早急に修繕や改修をしてください。
　敷地内の除草や樹木のせん定、屋根の雪
下ろしなども定期的に行い、適切な管理を
心掛けましょう。　

　少子化や所有者の高齢化などで、適切に管理されずに
放置される空き家などが増えてきています。市内でも、
屋根・壁が剝がれ落ちたり、空き家からの落雪が道路ま
で達したりするなどの問題が起きています。
　これらに対処するため、空き家などの管理に関する条
例を制定しました。良好な生活環境と安全で暮らしやす
いまちづくりのため、空き家対策に取り組んでいきます。

適切に管理されていない空き家などがあるときは、
市に相談してください。

空き家などの管理状況や所有者を調査します。

生命や財産などに危害を
及ぼすなど、危険な状態
が迫っている場合、特定
空家等・準特定空家等の
判定を待たずに、市が最
小限の必要な措置を取り
ます。

危険な状態が切迫しているときは

例えば…
●シートで覆う　
●ロープなどで補強　
●ハチの巣駆除　
●雪下ろしなど
＊費用は、所有者に請求
することができます。
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